
 

はじめに	

	 貴省において審議中の「プラスチック資源循環戦略」（以下、同戦略）について、以下のとおり提言します。	 	

同戦略においては、①先のG7シャルルボワ・サミットで提示された「海洋プラスチック憲章」の内容を超えた取り組

み（目標設定）、②使い捨てプラスチック使用量の大幅な削減、③プラスチック容器包装廃棄物の資源有効利用率に

熱回収分を加算しないことを明記等すべきです。とくに③で指摘した事項は、現行の算定手法を改めないまま2019年

のG20において同戦略を日本モデルとして世界に表明した場合、日本への不信感を招きかねない重要事項です。	

	

	

提言1．2030年までに「減プラスチック社会」への構造転換を図ること	

私たちは、同戦略はこれまでの「大量生産、大量消費、大量廃棄」の経済構造から、EUが提唱する「循環

経済」型の社会構造に転換することを国として国内外に宣言するものである、と考えます。その将来的なあ

るべき姿として「減プラスチック社会」を提唱します。減プラスチック社会への構造転換は、SDGsの目標達

成と連動して図られるものであり、新たな雇用や産業の育成・創設にもつながります。	

	 (1)	使い捨てプラスチック使用量の削減	

2025年までに、少なくともこれまで国外に輸出していた量に相当する150万トン(累積プラスチック排出抑

制30%)の使い捨てプラスチックを削減する。そして2030年までに使い捨てプラスチック使用削減50%以上を目

指す。	

	 (2)	レジ袋の削減	

レジ袋の有料義務化後、使用量削減の一つの指標として「レジ袋辞退率」の採用を提言します。2020年を

目処にレジ袋の有料義務化が図られたのち、2025年までにレジ袋辞退率を90％以上とする目標を設定する。

レジ袋の辞退率を向上させる一連の取り組みを通じて、減プラスチック社会の姿を国民各層において共有し、

プラスチック資源循環戦略の各目標の達成を図る。	

	

	

提言2．法的規制（製造、販売、使用に係る措置）等を課すべき事項	

(1) 日本の川辺や海岸に多いプラスチック廃棄物（タバコのフィルター、食品容器包装、ペットボトル、	

レジ袋、プラスチックの使い捨て食器）と漁具及び農業系プラスチック廃棄物について消費削減、市場規制、

製品デザイン要求等について規制すること	

	 (2)	2020年までに、マイクロビーズの製造、含有製品の販売及び使用を禁止すること	

	 (3)	サーキュラーエコノミーに準じた循環型社会形成推進基本法の見直しをはじめとする、減プラスチック	

社会への構造転換を図るための法整備を行うこと	

	

	

提言3．プラスチック容器包装廃棄物の熱回収について改善・推進すべき事項	

プラスチック容器包装廃棄物の「資源有効利用率」は84％とされているが、これには熱回収57％が包含され

ています。パリ協定では今世紀後半の実質的な排出ゼロ、つまり化石燃料からの脱却を目指しており、我が国

もこれを受けて、2050年までの温室効果ガス排出量80％削減を目指しています。この文脈によりG7海洋プラス

チック憲章でも熱回収がCO2排出に繋がるためリサイクルとしては加算されていません。	

(1) 適切な指標による国民理解の向上のためにも、プラスチック資源循環戦略(素案)に記載ある「有効利用	

					される割合は、我が国では一定の水準に達している」との認識を改め、資源有効利用率には熱回収分を	

					含めないこと	

(2) 減プラスチック社会及び脱炭素社会の構築に向けた財源としての炭素税等を確保すること	


